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提案理由 

令和７年第２回定例会を通年議会として試行実施することに伴い、必

要な事項を定めるため提案するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

葉山町議会規則第  号 

 

葉山町議会通年議会の試行実施に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、葉山町議会の定例会の回数に関する条例（昭和 31 年葉山町条

例第 195 号）附則第３項の規定による令和７年の定例会の実施及び通年議会の試

行実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（定例会の招集時期） 

第２条 令和７年の定例会は、２月に招集される第１回定例会及び５月に招集され

る第２回定例会の２回とし、第２回定例会を通年議会として実施する。 

（通年議会の会期） 

第３条 通年議会の会期は、５月の招集日から翌年４月末日までとする。 

（会議の種類等） 

第４条 通年議会において開く各会議の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 招集会議 定例会の招集により開く会議をいう。 

(2) 定例会議 定例的に再開する会議をいい、６月、９月、12 月及び翌年２月

（以下「定例月」という。）に再開するものとする。ただし、再開する月は、

都合によりこれを変更することができる。 

(3) 臨時会議 町長又は議員からの要請に基づき、緊急に再開する会議をいう。 

（会議の呼称） 

第５条 通年議会における会議の呼称は、定例会議においては、再開する定例月毎

に令和７年葉山町議会第２回定例会○月定例会議とし、臨時会議においては、そ

の再開される月毎に令和７年葉山町議会○月臨時会議とする。 

（会議の期間） 

第６条 通年議会における会議の期間(以下「会議期間」という。)は、議長が議会

運営委員会に諮ったうえで、当該各会議の初めに決定する。 

（一事不再議） 

第７条 通年議会中に議決された事件については、同一会議期間中は再び提出する

ことができない。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、通年議会の運営に関し必要な事項は、議長

が定める。 

附 則 

１ この規則は、令和７年５月１日から施行する。 

２ この規則は、令和８年４月３０日までその効力を有する。 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g204RG00000615.html#e000000186


 

 

 

 

 

 

規則の概要 
 

 題 名 

葉山町議会通年議会の試行実施に関する規則 

 

 

１ 趣 旨 

令和７年の定例会の実施及び第２回定例会を通年議会として試行実施すること

に関し、必要な事項を定めることとした。 

 

２ 内 容 

（１） 令和７年の第２回定例会を、５月の招集日から翌年４月末日までの通年議

会として実施することとした。 

（２） 通年議会において開く各会議の種類及び呼称を定義することとした。 

（３） 各会議の期間は、会議の初めに「会議期間」として定め、同一会議期間中

を一事不再議の期間とすることとした。 

 

３ 施行期日等 

（１） この規則は、令和７年５月１日から施行することとした。 

（２） この規則は、令和８年４月30日まで効力を有することとした。 

 

議会議案第７-４号 
参 考 資 料 
第 １ 回 定 例 会 
令和７年３月 14 日 


